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3．特定機能病院の看護配置基準の見直しに係る診療報酬について  

1）特定機能病院入院基本料（一般病棟）の現状  

○ 特定機能病院は、医療法において看護職員配置2．5対1以上   

と定められており、診療報酬の特定機能病院入院基本料において   

は、看護職員配置2対1、2．5対1及び3対1以上の3区分の   

評価を設け、看護師比率についてはすべて70％以上を基準とし   

ているところ。（参考1）  

○ 特定機能病院の一般病棟の看護職員配置をみると、平成17年  

7月現在、すべての医療機関において2：1以上となっている。（参   

考2）  

○ なお、特定機能病院入院基本料のうち、一般病棟に係るものに   

ついては、平成15年4月よりDPCが導入され、診断群分類に   

よる包括評価がなされている。  

2）医療提供体制の改革の方向性について  

○ 社会保障審議会医療部会における「医療提供体制に関する意見」   

では、特定機能病院の看護配置の基準については、現行の2．5   

対1から引き上げることとする方向性が示されている。   



平成17年12月2日 社会保障審議会医療部会 「医療提供体制に関す  

る意見」抜粋  

【医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し】   

＜特定機能病院＞  

○ 看護職員の人員配置標準について、医療安全の推進を図る観点から、特定   

機能病院に係る入院患者数に対する基準を引き上げる（現行2．5対1）。  

○ 特定機能病院における看護職員配置に係る評価の在り方につい   

ても、一般病棟入院基本料の評価の在り方と併せ、検討すること  

としてはどうか。  
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4．有床診療所の取扱いの見直しに係る診療報酬について  

1）現行の診療報酬上の評価の現状  

○ 現行の医療法において、有床診療所のうち、療養病床以外の病   

床（病院における一般病床に相当するもの。以下「その他病床」   

という。）については、診療上やむを得ない事情がある場合を除い   

ては、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないよう、  

努力義務規定が課されている。（参考1、2）  

○ しかし、有床診療所のその他病床における平均在院日数は、  

16．6日となっており（参考3）、有床診療所の入院医療につい   

ては、48時間の入院期間制限規定に関わらず、診療報酬で評価   

されている。（参考4）  

2）医療提供体制の改革の方向性について  

○ 社会保障審議会医療部会における「医療提供体制に関する意見」   

では、有床診療所について、48時間の努力義務規定を廃止する   

方向性が示されている。   



平成17年12月2日 社会保障審議会医療部会 「医療提供体制に関す   

る意見」抜粋  

【医療施設の類型、医療施設に係る諸基準の見直し】  

＜有床診療所＞  

○ 有床診療所における48時間を超える入院を禁止する医療法の規定につい   

ては、有床診療所のこれまで果たしてきた役割や今日の提供している医療の   

状況等を踏まえ、これを廃止する。  

○ 有床診療所の療養病床以外の病床（以下「有床診療所の一般病床」という。）   

についても、48時間の入院期間制限規定の廃止に伴い、原則として医療計  

画の基準病床数制度の対象とする。  

○ 有床診療所のその他病床における入院医療については、48時   

間の入院期間制限規定に関わらず診療報酬で評価されているが、   

入院期間が比較的短期であるという現状を踏まえ、短期間の入院   

施設としての役割を明確化する方向で、その評価の在り方につい   

て検討してはどうか。  

○ また、地域における回復期リハビリテーションの提供や、在宅   

医療を支援する役割の一つとして、在宅における療養を補完する   

入院医療の提供等を推進する観点から、有床診療所の入院医療に   

対する上記の機能に応じた評価の在り方について検討してはどう  

か。  
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5．その他の事項 ～地域における疾患ごとの医療機関の連携体   

制に係る診療報酬について～  

1）医療提供体制の改革の方向性について  

○ 社会保障審議会医療部会における「医療提供体制に関する意見」   

では、医療計画の見直しについて、地域における疾患ごとの医療   

機関の連携体制を構築し、具体的な数値目標とともに医療計画へ   

明示することとする方向性が示されている。   

平成17年12月2日 社会保障審議会医療部会 「医療提供体制に関す   

る意見」抜粋  

【医療機能の分化連携の推進】  

＜医療計画制度の見直し＞  

○ 医療計画の記載事項に、主要な事業（がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗   

塞対策、糖尿病対策、小児救急を含む小児医療対策、周産期医療対策、救急   

医療対策、災害医療対策及びへき地医療対策をいう。）に係る医療連携体制を   

追加する。  

医療連携体制の構築に当たっては、住民、直接診療に従事する者、医育機   

関等地域医療に関与する者が協議することから始めて、地域に適した体制を   

構築する（その際に調整が必要な事項等については、地域で「中心となって   

医療連携体制の構築に向けて調整する組織」が果たす役割が重要）ことが必   

要であることから、この協議への関係者の協力についての規定を新設する。  

○ 医療計画に、上記の主要な事業等に係る数値目標や指標を設定するととも   

に、医療計画制度に、作成、実施、評価及び見直しの政策循環の機能が働く   

仕組みを組み込む。   



○ なお、医療計画の見直しに関する具体的事項については、医療   

計画の見直し等に関する検討会において既に検討がなされており、   

平成17年7月に中間まとめが報告されている。   

平成17年7月27日 医療計画の見直し等に関する検討会  

「平成18年の医療制度改革を念頭においた医療計画制度の見直しの方向性」  

（中間まとめ）抜粋  

（医療連携体制の内容）  

医療連携体制は、各医療提供者の医療機能を、医療計画に記載することを  

通じ、住民・患者に明らかにするものであることから、各医療提供者は医療  

機能に係る情報を積極的に都道府県に提出するものとする。  

また、医療連携体制内では、各医療提供者は、患者に対し治療開始から終  

了までの全体的な治療計画（地域連携クリテイカルパス）を共有した上で、  

各医療提供者がそれぞれ担当する部分の治療計画（院内クリテイカルパス）  

に沿った治療を行い、日常生活への復帰に向けた作業を患者と各医療提供者  

が共同して行うよう努めるものとする。  

さらに、医療連携体制内では、日常生活の復帰に向けた各患者の治療経過  

について再検証できるようデータ整備に努めるものとする。  

○ 例えば、大腿骨頸部骨折について医療連携を構築している地域   

の例では、急性期病院と回復期リハビリテーション病院とが連携   

体制を構築し、平均在院日数が大幅に短縮するなどの効果が見ら   

れている。（参考1）  

○ この例では、複数の医療機関が共通の診療計画（地域連携クリ   

テイカルパス、参考2）を活用することによって、医療機関間で  
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の一貫した診療を可能にしている。  

○ また、地域連携クリテイカルパスが作成されることにより、診   

療計画が患者に対し文書により提供されるようになり、患者にと   

っては、   

・あらかじめ、転院後の診療内容も含めた診療予定に関する説  

明がなされることにより、より安心して医療を受けることが  

できる   

・複数の医療機関で連携体制が構築されることにより、急性期  

から退院後の療養までを含めた診療に対し、適切な評価が可  

能となり、結果として質の高い医療を受けることができる   

・早期に自宅に退院できる   

等の利点があるとされている。（参考3）  

2）現行の診療報酬上の評価の概要  

○ 医療機関の連携体制については、医療機関から医療機関等への   

診療情報の提供に対する評価（参考4）や、病院の担当医と主治   

医とが共同して療養上の指導を行うこと等に対する評価（参考5）   

が行われている。  

しかし、地域における疾患ごとの医療機関の連携体制に着目し   

た評価は行われていない。  

3   



○ 医療計画の見直しについては、平成20年を目途として実施さ   

れていくこととされているが、平成18年度診療報酬改定におい   

ては、地域連携クリテイカルパスを使用するなどして、地域にお   

ける疾患ごとの医療機関の連携体制を構築している場合の評価の   

在り方について、試行的にいくつかの疾患について検討すること   

としてはどうか。  
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